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兵庫県労委平成３０年（不）第２号及び第７号      

 

       命 令 書  

 

申  立  人   神戸市中央区  

Ｘ労組  

 

 

被申立人   神戸市須磨区  

株式会社Ｙ  

 

上記当事者間の兵庫県労委平成３０年（不）第２号及び同第７号Ｙ不

当労働行為救済申立事件について、当委員会は、令和元年９月１０日第

１５８６回公益委員会議において、会長公益委員滝澤功治、公益委員米

田耕士、同大原義弘、同関根由紀、同塚本隆文、同林亜衣子出席し、合

議の上、次のとおり命令する。  

 

主  文 

 

被申立人株式会社Ｙは、申立人Ｘ労組との団体交渉において、次の対

応をしなければならない。  

１  申立人Ｘ労組の組合員Ａ２、同Ａ３及び同Ａ４の退職金に関する団

体交渉において、同人ら３人の特定退職金共済制度の加入時期の判断

理由を具体的に説明し、誠実に交渉すること。  

２  平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に関する団体交渉にお

いて、平成３０年１１月１９日開催の団体交渉において提示した業績

等の資料の内容について、具体的に説明し、誠実に交渉すること。  

 

 

理  由 
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第１  事案の概要及び請求する救済の内容の要旨   

 １  事案の概要  

   本件は、被申立人株式会社Ｙ（以下「被申立人会社」という。）

が、申立人Ｘ労組（以下「申立人組合」という。）の組合員Ａ２

（以下「Ａ２」という。）、同Ａ３（以下「Ａ３」という。）及び同

Ａ４（以下「Ａ４」という。）の退職金に関する団体交渉並びに平

成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に関する団体交渉にお

いて誠実に対応しなかったことが、労働組合法（以下「労組法」

という。）第７条第２号の不当労働行為に該当するとして、救済申

立てがあった事案である。  

 ２  請求する救済の内容の要旨  

  ⑴  被申立人会社は、Ａ２、Ａ３及びＡ４（以下「Ａ２ら３人」と

いう。）の退職金に関する団体交渉において、退職金制度に係る

平成２１年以前の就業規則を開示し、被申立人会社の回答の根拠

を具体的かつ合理的に説明し、誠実に対応しなければならない。  

  ⑵  被申立人会社は、平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金

に関する団体交渉において、財務資料を提示するなどして、被申

立人会社の回答の根拠を具体的かつ合理的に説明し、誠実に対応

しなければならない。  

第２  本件の争点  

 １  Ａ２ら３人の退職金に関する平成３０年４月２日の団体交渉にお

ける被申立人会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当するか。（争

点１）  

 ２  平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に関する平成３０年

７月１３日の団体交渉における被申立人会社の対応は、不誠実な

団体交渉に該当するか。（争点２）  

第３  認定した事実  

 １  当事者等  

  ⑴  申立人組合は、昭和６３年５月１日に結成された個人加入の地

域型労働組合で、審問終結時の組合員数は２１３人である。  

    また、申立人組合Ｙ分会は、平成２７年９月１日に結成され、
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審問終結時の従業員である組合員数は１人である。  

  ⑵  被申立人会社は、エレベーター及びエスカレーターの改修工事

並びに機能維持を業務とする株式会社で、審問終結時の従業員数

は１２人である。  

 ２  当委員会における係属事件について  

当委員会において、これまでに申立人組合及び被申立人会社の間

で、調整事件を含め３件の事件が係属していたが、いずれも終結

している。  

⑴  平成２８年（調）第１号Ｙ争議  

申立人組合は、平成２７年の年末一時金について、団体交渉に

おける合意のないまま、被申立人会社が具体的な説明もなく一方

的に支払い、団体交渉日の先送り等を行うなど対応が不誠実であ

るとして、あっせん申請を行った。平成２８年３月１０日、あっ

せんが開催され、組合員の労働条件について申入れがあった場合、

労使は、誠実、平穏かつ速やかに、真摯な団体交渉を行う等のあ

っせん案を双方が受諾し、解決した。  

⑵  平成２８年（不）第２号Ｙ不当労働行為救済申立事件  

申立人組合は、分会長に対する被申立人会社の注意書の交付等

の行為が、不利益取扱いと組合弱体化を図る支配介入に当たると

して、不当労働行為救済申立てを行った。平成２８年１０月２６

日、申立人組合及び被申立人会社は、相互の立場を尊重し、協力

して今後の良好な労使関係の構築に向け努力すること、被申立人

会社が解決金を支払うこと等を内容とする和解が成立し、申立て

は取り下げられた。  

⑶  平成２９年（不）第６号Ｙ不当労働行為救済申立事件  

申立人組合は、平成２９年夏一時金に係る団体交渉において、

被申立人会社が文書による回答を拒否し、経営資料を提示しない

などの対応が不誠実であるとして、不当労働行為救済申立てを行

った。平成３０年３月２８日、申立人組合及び被申立人会社は、

労使が対等の立場にあることを認識し、相互の立場を尊重し、今

後の良好な労使関係の構築に向け努力すること、被申立人会社が

解決金を支払うこと等を内容とする和解協定書（以下「和解協定
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書」という。）を締結し、申立ては取り下げられた。和解協定書

の第４項には、「被申立人会社は、団体交渉に当たっては、交渉

事項に応じて自らの主張を丁寧に説明し、その裏付けとなる資料

を示し、申立人組合からの反論や提案に対しても真摯に対応する

など、自らの主張を申立人組合が理解し、納得することを目指し

て団体交渉に当たるものとする。また、申立人組合からの提案に

対して譲歩できないとしても、その理由を十分に説明し、論拠を

示して説得するなど合意形成に向け、努力するものとする。」と

いう内容が定められている。（乙７、４５）  

 ３  被申立人会社の退職金制度について  

被申立人会社においては、平成２６年４月に給与規程に退職金条  

項を設けるまで、退職金に係る規定はなかったが、被申立人会社

は、平成６年１１月から、神戸商工会議所の特定退職金共済制度

（以下「特退共」という。）に加入していた。この特退共への各従

業員の加入時期及び掛金の金額については、一応の運用基準があ

り、それによると、平成６年１１月当時在籍していた従業員から、

入社７年目以降の者については、掛金月額５，０００円（以下

「平成６年運用」という。）であり、平成１６年以降入社の者につ

いては、入社４年目以降掛金月額３，０００円（以下「平成１６

年運用」という。）であり、平成２０年以降入社の者については、

入社２年目以降掛金月額１，０００円（以下「平成２０年運用」

という。）であった。（甲１１、乙３、３６、４６の１）  

４  Ａ２ら３人の退職金に係る団体交渉について  

  ⑴  Ａ２ら３人の退職金について  

平成３０年２月１０日、Ａ２ら３人は、被申立人会社を退職  

した。その後、被申立人会社から特退共の退職一時金請求書を受

け取った。これには、Ａ２の特退共加入年月日は、平成２１年８

月１日、Ａ３の特退共加入年月日は、平成２５年３月１日、Ａ４

の特退共加入年月日は、平成２６年８月１日と記載されていた。

しかしながら、いずれの日もＡ２ら３人の入社後すぐの時期では

なく、相当の期間を経た後に加入していたことがうかがわれた。

申立人組合は、被申立人会社の就業規則等を確認したが、給与規
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程第１８条に「会社は、特定退職金共済制度に加入します。２．

退職金は、従業員の退職時に特定退職金共済制度から支給される

金額をもって、会社からの退職金の支給とします。」と規定され

ているだけで、Ａ２ら３人の特退共の加入がどのような基準に基

づき行われたのか不明であった。（甲１～４、乙１の２、乙２の

３）  

  ⑵  Ａ２ら３人の退職金に関する団体交渉申入れについて  

    申立人組合は、被申立人会社に対し、平成３０年２月２６日付

けで「退職金の未加入分についての要求および申入れ」を送付し、

①Ａ２ら３人の退職金について、入社時に遡り退職金を支給する

こと、②平成２１年以前に定めていた就業規則を交付し、これま

での退職金規程と現在の退職金規程について、詳細に説明するこ

と、及び③労働基準法第８９条に則り、給与規程第１８条（退職

金）を改定することを求めた。（甲４）  

  ⑶  Ａ２ら３人の退職金に関する団体交渉について  

平成３０年４月２日、Ａ２ら３人の退職金に関する団体交渉が

開催された。  

被申立人会社は、申立人組合に対し、Ａ２ら３人について、そ

れぞれの入社の時期、入社後の特退共の加入状況については説明

することなく、平成２０年運用により計算した場合の特退共の掛

金の額を「計画上の掛金」と称し、その計画上の掛金の額と比較

して、Ａ２ら３人の実際の積立金の額が上回っていることから、

Ａ２ら３人の退職金を入社時に遡って計算した額で支給すること

はしないと回答した。  

申立人組合は、被申立人会社の説明する計画上の掛金の額と実

際の積立金の額が異なるため、Ａ２ら３人がいつ正社員として扱

われるようになり、いつから掛金を支払っているのかを質問した

が、被申立人会社は、資料を持参していないとして、回答しなか

った。  

また、当日の団体交渉において、被申立人会社は、特退共への

各従業員の加入時期について、平成２０年運用の場合の入社２年

目を「入社１年目以降」、平成１６年運用の場合の入社４年目を
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「入社３年目以降」と説明したが、申立人組合の指摘を受け、表

現の間違いであるとして、それぞれ、「入社１年目経過以降」、

「入社３年目経過以降」と訂正した。これに対し申立人組合は、

計画上の掛金の加入時期を定めた根拠規定及びＡ２ら３人の実際

の特退共への加入時期と計画上の掛金の加入時期が異なる理由を

明らかにするよう求めたが、被申立人会社は、根拠規定の有無に

ついては答えず、計画上の掛金の加入時期は、それぞれ入社１年

目経過以降、入社３年目経過以降であり、実際の積立金の額は計

画上の掛金の額を下回っていないと回答した。  

さらに、申立人組合が、退職金制度に係る平成２１年以前の就

業規則を手交することを求めたが、被申立人会社Ｂ社長（以下

「Ｂ社長」という。）は、「あろうと、なかろうと、就業規則の手

交はいたしません。」と回答した。  

（甲５）  

  ⑷  兵庫県労委平成３０年（不）第２号Ｙ不当労働行為救済申立事

件（以下「（不）第２号事件」という。）の申立てについて  

平成３０年４月２６日、申立人組合は、団体交渉が同年３月２

８日の和解協定書締結の５日後に開催されたにもかかわらず、被

申立人会社の対応が不誠実で申立人組合を納得させるに足る説明

をせず、自己の回答に固執した態度を取り続けるなど、被申立人

会社の対応は、労使関係の正常化に向けた合意を踏みにじる悪質

極まりないものであるとして、不当労働行為救済申立てを行った。  

５  新たな申入れ等について  

 ⑴  平成３０年４月２６日、申立人組合は、被申立人会社に対し、

新たに「有給休暇取得中の通勤手当について」及び「４月２３日

の朝礼について」の２件を議題とする団体交渉開催を申し入れる

とともに、被申立人会社の外壁のフェンスに無断で「不当労働行

為救済申立」などと記載したビラを掲示した。（乙６、８～１０）  

なお、「有給休暇取得中の通勤手当について」は、同年５月１

８日に、「４月２３日の朝礼について」は、同年６月２５日に団

体交渉が開催された。申立人組合は、いずれの団体交渉について

も、その交渉に関するビラを被申立人会社の外壁のフェンスに無
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断で掲示した。（甲６、７、乙１８の２、２１の１・２）  

 ⑵  同年６月５日、申立人組合は、被申立人会社に対し、「６月の

工程表について改善を求める申入れ」及びＡ３の有給休暇の取得

に係る「要求書」をファックスで送信し、同月８日には、「住宅

手当について要求」及び「１か月単位の変形労働時間制と食事手

当について」を被申立人会社のポストに投函し、それらを議題と

する団体交渉の開催を申し入れた。 (乙１３、１４、１６、１７ )  

 ⑶  同月１５日、被申立人会社は、申立人組合に対し、「貴組合か

らの団体交渉申入れについて、下記のとおり、これに応じたいと

存じます。」と記載した文書を送付し、同年７月１３日に団体交

渉に応じる旨を回答した。（乙１９）  

 ⑷  同年６月１８日、申立人組合は、被申立人会社に対し、同年７

月１３日の団体交渉は、どのような議題になるのか回答をくださ

いという内容の文書をファックスで送付した。（乙２０）  

 ⑸  同年７月２日、申立人組合は、同年５月１８日及び同年６月２

５日の団体交渉における被申立人会社の対応について、「６月２

５日の交渉について抗議及び申入れ」と題する文書を被申立人会

社のポストに投函した。（乙２９）  

６  平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に関する団体交渉に

ついて  

⑴  平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に関する団体交  

渉の申入れについて  

平成３０年６月２５日、申立人組合は、被申立人会社に対し、

①平成３０年夏一時金として基準内賃金の３．０か月分を支給す

ること及び②平成２９年冬一時金についてどのように解決しよう

としているのか説明することについて、団体交渉の開催を求める

要求書を被申立人会社のポストに投函した。（甲８、乙２２の

１・２）  

  ⑵  一時金に関する被申立人会社の回答  

ア  平成３０年７月２日、被申立人会社は、申立人組合に対し、

上記⑴の一時金に係る要求①については、「現行基本給×１．

３か月」により算定した額、同②については、既に仮払いした
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金額で了解を求めるが、今後も団体交渉には応じること、加え

て、同①については、同月２０日に仮払いにより支給すること

とし、後日交渉が解決した場合には、妥結内容に基づく支給額

から同①の額を差し引くものとするという回答書を送付した。

（甲９、乙２６）  

イ  同月５日、被申立人会社は、申立人組合に対し、「貴組合か

らの団体交渉申入れについて、下記のとおり、これに応じたい

と存じます。」と記載した文書を送付し、同月１３日に団体交

渉に応じる旨を回答した。（乙３０）  

  ⑶  平成３０年７月１３日の団体交渉における議題について  

ア  申立人組合は、同年６月１８日、同年７月２日及び同月９日、

被申立人会社に対し、未回答で未解決の事案が数多くあるが連

絡がとれないとして、同月１３日の団体交渉における議題を何

にするか返事を求めるという内容の文書をファックスにより送

信した。また、同月２日には、申立人組合は、同内容のビラを、

被申立人会社の外壁のフェンスに無断で掲示した。（乙２０、

２５、２８、３２）  

イ  同月１２日、申立人組合は、被申立人会社から議題に係る回

答がないため、同月１３日の団体交渉の議題を、①平成３０年

夏一時金、②平成２９年冬一時金及び③「６月の工程表につい

て改善を求める申入れ」とすることを指定する旨をファックス

により被申立人会社に送信した。（乙３３）  

⑷  平成３０年７月１３日の団体交渉について  

ア  被申立人会社は、申立人組合に対し、これまでに申立人組合

から申入れのあった「６月の工程表について改善を求める申入

れ」、Ａ３の有給休暇の取得に係る「要求書」、「住宅手当につ

いて要求」、「１か月単位の変形労働時間制と食事手当について」

及び「６月２５日の交渉について抗議及び申入れ」について、

申入れのあった順に口頭で回答した。このとき申立人組合は、

前日に指定した議題と異なることについて抗議した。  

その後、被申立人会社が一時金に係る資料を口頭で開示しよ

うとしたため、申立人組合は、回答の根拠となる資料を書面
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により開示することを要求したが、被申立人会社は、従前の

団体交渉において申立人組合に提示し、書き写させていた被

申立人会社の業績等の資料を口頭で読み上げ、平成３０年夏

一時金については、「１．３か月」が適正との結論に達したこ

と、平成２９年冬一時金については、「１．５か月」が適正で

あると判断しており、追加の支払いには応じられない旨回答

した。  

なお、上記のやり取りの過程において、Ｂ社長に対し、申立

人組合の組合員が「偉そうに言うな」、「掲示してほしいんや

ったら、掲示するよ。どんなことでも。」等の発言をした。  

また、申立人組合が被申立人会社における製造原価について、

賃金以外の内訳が何か、営業利益がプラスであるにもかかわ

らず経常利益がマイナスになっていること等について質問し

たが、被申立人会社は、製造原価については、製造にかかわ

る原価、売上を上げるための項目と述べ、経常利益がマイナ

スになっている理由については、営業利益と経常利益の間に

特別損失等々のものが算入されると、会計上の一般論として

述べ、具体的な回答をしなかった。  

さらに、申立人組合が根拠となる資料の開示や文書による回

答を求めたが、Ｂ社長は「是々非々で判断させていただきま

す。」と回答した。（甲１０）  

イ  平成３０年７月２７日、被申立人会社は、「貴組合からの団

体交渉申入れについて、下記のとおり、これに応じたいと存じ

ます。」と記載した文書を送付し、同年８月２９日に応じる旨

を回答した。（乙３４）  

同年７月３０日、申立人組合は、被申立人会社に対し、同年

８月２９日は予定があるため、同月１０日、１６日又は１７

日でお願いすること、及び議題は何にするか回答を求める文

書をファックスにより送信した。（乙３５）  

ただし、その後、同年１１月１９日まで団体交渉は開催され

なかった。  

⑸  兵庫県労委平成３０年（不）第７号Ｙ不当労働行為救済申立
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事件（以下「（不）第７号事件」という。）の申立てについて  

平成３０年８月１日、申立人組合は、同年７月１３日の団体交

渉において、被申立人会社が申立人組合の要求した財務資料等の

裏付け資料の開示を拒み、申立人組合の質問に対してもまともな

回答をせず、自己の回答に固執する態度に終始した。こうした被

申立人会社の対応が誠実交渉義務に反することは明らかであると

して、不当労働行為救済申立てを行った。  

７  本件調査における釈明について  

 ⑴  被申立人会社は、（不）第２号事件に係る平成３０年６月１日

付け答弁書により、特退共への各従業員の加入時期及び掛金の額

について、①平成６年運用、②平成１６年運用及び③平成２０年

運用があること、並びに④特退共への加入に当たり試用期間を算

入していないこと、及び⑤退職金制度について就業規則や給与規

程に詳細な定めがないことについてはいずれも説明済みであるこ

とを釈明した。  

 ⑵  被申立人会社は、平成３０年７月２３日付け第３準備書面によ

り、Ａ２ら３人の実際の特退共への加入時期と掛金の額の内訳を

釈明した。  

 ⑶  被申立人会社は、同年８月３１日付け第５準備書面により、同

年４月２日の団体交渉で説明したＡ２の計画上の掛金の額の内訳

を示し、同日の団体交渉で説明した計画上の掛金の額２２２，０

００円が２２１，０００円の言い間違いであったと訂正した。ま

た、Ａ２の特退共への加入時期について釈明した。  

⑷  被申立人会社は、同年１０月１７日付け第６準備書面により、

同年４月２日の団体交渉で説明したＡ３及びＡ４の計画上の掛金

の額の内訳を示すとともに、平成１８年４月に被申立人会社に入

社したＡ２の平成１６年運用による計画上の掛金の額が３２１，

０００円であること及びその内訳を示した。  

⑸  被申立人会社は、平成３０年１２月２８日付け第８準備書面に

おいて、同年６月１日付け答弁書で示した平成２０年運用の「入

社８年目以降月額３，０００円の掛金」との説明を「入社９年目

以降月額３，０００円の掛金」に訂正した。  
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⑹  同年１０月３１日、本件の第４回調査期日において、申立人組

合及び被申立人会社は、（不）第２号事件及び（不）第７号事件

の申立事項に係る①Ａ２ら３人の退職金、②平成２９年冬一時金

及び③平成３０年夏一時金について、同年１１月１９日に団体交

渉を実施することを確認した。（第４回調査調書）  

 ８  平成３０年１１月１９日の団体交渉について  

⑴  Ａ２ら３人の退職金について  

被申立人会社は、申立人組合に対し、平成３０年４月２日の団

体交渉における説明及びこれまでの本件事件の調査において釈明

した内容も含めて文書を手交し、改めて被申立人会社における退

職金制度を説明した。また、退職金に係る規定については、給与

規程第１８条以外にないこと、特退共の加入時期については、勤

務態度、家族関係、その他の従業員との兼ね合いなどから総合的

にその都度役員が判断したと説明し、退職金として、Ａ２ら３人

が特退共から受け取る額に上乗せすることはしないと回答した。  

さらに、Ａ２ら３人の特退共の加入時期を判断した理由を問う

申立人組合の質問に対しては、上記の説明を繰り返した。  

（甲１１、１４、乙４６の１、４７）  

  ⑵  平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金について  

被申立人会社は、申立人組合に対し、平成３０年７月１３日の

団体交渉において口頭で読み上げた被申立人会社の業績等の資料

を文書で提示し説明した。併せて、製造原価の項目、平成２９年

冬に比べ営業利益及び経常利益は回復しているものの特別損失の

影響で税引き前利益がマイナスになっていること等を説明し、平

成３０年夏一時金については、１．３か月としたい旨回答した。

しかし、申立人組合が質問した特別損失の内容については、経営

上の問題があり発言を控えると述べ、提示した資料に記載されて

いる賃金に含まれる従業員数については答えず、同日の団体交渉

時の数字との違いについては、７月の数字は概算であり、決算に

伴う数値の変動であると述べた。（甲１２、１４、乙４６の２、

４７）  

 



 

- 12 - 

 

第４  判断  

 １  Ａ２ら３人の退職金に関する平成３０年４月２日の団体交渉にお

ける被申立人会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当するか。（争

点１）  

  ⑴  申立人組合の主張  

   ア  平成２１年以前の就業規則の開示について  

Ａ２らが退職時に特退共の退職一時金請求書を受け取った際、

各人の入社時期と特退共への加入年月日が違う上に、各人ご

とに掛金の額も異なっていたため、Ａ２が被申立人会社にど

のような基準で掛金が支払われたか問合せをした。その際、

Ｂ社長は、「就業規則は読みましたか。」と返答した。このた

め、申立人組合は、Ａ２の入社時には、入社後一定期間経過

後に特退共に加入する旨定めた就業規則等が存在する可能性

があるので、開示を要求した。しかし、団体交渉において、

Ｂ社長は、「あろうと、なかろうと、就業規則の手交はいたし

ません。」と回答した。「あったとしても手交しない」と回答

するということは、真面目に申立人組合と話し合う姿勢がな

いことの顕著な現れである。  

また、申立人組合は、これまで、被申立人会社から退職金制

度について就業規則や給与規程に詳細な定めがないと説明さ

れた事実はなく、さらに、本件申立てをして初めて各組合員

につき、いつから掛金が掛けられているのかとの説明がなさ

れたのであって、団体交渉において、かような説明は一切な

かった。  

   イ  ４月２日の団体交渉における退職金制度の説明について  

平成３０年４月２日の団体交渉において、被申立人会社は、

特退共に係る計画上の掛金の額と実際の積立金の額の二通り

の額を説明したが、申立人組合は、計画上の掛金の意味を全

く理解することができなかった。また、被申立人会社は、Ａ

２ら３人の実際の積立金の額が計画上の掛金の額を上回って

いるので「遡り支給はいたしません。」と回答したが、全く意

味が分からず、申立人組合にとっては分からないことばかり
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であった。  

   ウ  Ａ２ら３人の特退共加入時期について  

申立人組合は、Ａ２ら３人がいつ正社員として扱われるよう

になり、いつから掛金を支払っているのかと質問したが、Ｂ

社長は、その資料も持ってきておらず回答しなかった。そし

て、資料を持ってこなかった理由につき、「特に本日の会社の

回答で必要ないと思った」と述べ、自己の回答に固執する姿

勢をあらわにした。  

エ  Ａ２の計画上の掛金の額について  

平成１８年４月入社であるＡ２の平成１６年運用による計画

上の掛金の額は３２１，０００円であるにもかかわらず、平

成２０年運用による計画上の掛金の額２２２，０００円とす

り替え回答したことは、不誠実団交の極みである。  

オ  退職金制度に係るＢ社長の言い間違いについて  

和解協定書第５項第５号で「被申立人会社は、申立人組合か

らの要求事項のうち、賃金、労働時間その他の基本的労働条

件に関する事項については、原則として書面で回答する。」と

定められているにもかかわらず、回答は口頭で行われた。こ

のため、Ｂ社長は、特退共への加入時期に関する説明におい

て、例えば入社後１年経過した２年目のことを、「入社１年目

以降」と説明した。「入社１年目以降」という場合、入社後す

ぐからのことか１年を経過した以降のことか、団体交渉では

混乱を極めた。  

カ  小括  

以上の団体交渉における被申立人会社の対応は、労使関係の

正常化に向けた和解協定書の合意を踏みにじる悪質極まりな

いものであり、労組法第７条第２号に該当する。  

  ⑵  被申立人会社の主張  

ア  平成２１年以前の就業規則の開示について  

申立人組合には、平成２１年以前から被申立人会社に在籍し

ている組合員もいるのであるから、平成２１年以前の就業規

則及び給与規程が存在しないことは、申立人組合も当然に把
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握していた。そもそも存在しないのであるから、開示不可能

である。  

被申立人会社は、各従業員に対し、退職金制度について就業

規則や給与規程に詳細な定めがないことは、これまで繰り返

し説明済みである。  

また、就業規則については、過去２回の不当労働行為救済申

立事件において書証として提出しており、当然に申立人組合

もその内容を把握しているとともに、給与規程についても、

申立人組合の組合員に係る神戸地方裁判所での未払賃金請求

事件において書証として提出しており、申立人組合もその内

容を把握している。  

退職金制度については、各従業員に対し、入社の時点で特退

共への加入時期や掛金の月額について説明している。  

また、実際に加入する時点で再度説明し、特退共退職金共済

契約申込書の「被共済者同意印」への押印も求めている。  

イ  ４月２日の団体交渉における退職金制度の説明について  

被申立人会社は、被申立人会社における平成２０年運用に基

づいて掛金を積み立てた場合について、計画上の掛金という

用語を用いて説明した。それは、あくまで団体交渉において

被申立人会社の退職金制度を具体的かつ詳細に説明するため

に用いた概念である。  

ウ  Ａ２ら３人の特退共加入時期について  

被申立人会社は、特退共の掛金等については、既に組合員は

加入時期や掛金の額を承知のことという認識であったため、

団体交渉の場に資料を持参しなかったにすぎない。また、退

職金について過去の団体交渉で議題に挙がったことも、団体

交渉以外の場で退職金制度について尋ねられたこともなく、

被申立人会社として、要求事項についての回答は一通り用意

していたものの、申立人組合から出されるであろう質問の全

てを想定し、それに対する回答を用意することなどおよそ不

可能であった。被申立人会社としては、交渉の経過によって

は、その後も継続的に交渉することも念頭に置いていた。  
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エ  退職金制度に係るＢ社長の言い間違いについて  

被申立人会社は、言い間違いや誤解に基づく説明があった場

合、その都度、あるいは発覚した時点で直ちに訂正している。  

むしろ、申立人組合は、Ｂ社長の言い間違いを執拗に取り上

げ、被申立人会社の説明を真摯に聞こうとする態度が一切な

かった。  

オ  小括  

     したがって、平成３０年４月２日の団体交渉における被申立

人会社の対応は、労組法第７条第２号に該当しない。  

⑶  当委員会の判断  

 申立人組合は、Ａ２ら３人の退職金に係る団体交渉における被

申立人会社の対応は、誠実交渉義務に違反し、不当労働行為に該

当すると主張し、被申立人会社はこれを争うので、以下判断する。  

ア  Ｂ社長は、平成３０年４月２日の団体交渉において、申立人

組合から平成２１年以前の就業規則の開示を求められたが、就

業規則はそれがあろうとなかろうと手交はしないと述べた〔第

３の４⑶〕。たとえ、被申立人会社が主張するとおり、これま

での労使関係の経緯から、平成２１年以前の就業規則が存在し

ないことを申立人組合が把握していたとしても、被申立人会社

の就業規則の開示それ自体を拒否する態度は、申立人組合に対

し、誠実に対応しようとする姿勢があるとは見受けられない。  

イ  また、被申立人会社には、就業規則等に特退共の運用方法等

について規定がなく、従業員ごとに掛金の積立て開始の時期等

に差が生じているのであるから、Ａ２ら３人のそれぞれの特退

共の運用方法について、申立人組合が理解できるよう、資料を

提示するなどして明確に説明する必要があると考えられるとこ

ろ、Ａ２ら３人の積立金の内訳やＡ２の平成１６年運用を含む

計画上の掛金の額の内訳は、本件の調査期日における被申立人

会社の釈明〔第３の７〕に至り、ようやく具体的な説明がされ

た。  

ウ  団体交渉において、Ｂ社長は、Ａ２ら３人の特退共への加入

時期について、「入社１年目以降」、「入社３年目以降」と説明
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したが、申立人組合の指摘を受けて、それぞれ｢入社１年目経

過以降｣、「入社３年目経過以降」と訂正した〔第３の４⑶〕も

のの、この表現の訂正をめぐっての応酬が続き混乱した。本来、

被申立人会社は、資料等を十分に準備、検討の上、団体交渉に

臨むべきであり、この点において、被申立人会社が、申立人組

合に対し、誠実に団体交渉に応じようとしていた姿勢があると

は見受けられない。  

エ  被申立人会社は、各従業員に対し、入社の時点で、被申立人

会社の退職金制度について説明をしており、また、実際に特退

共に加入する時点で、加入すること及び掛金の月額について説

明していると主張する。  

しかしながら、過去に申立人組合との間で退職金について話

し合ったことがないことから、申立人組合が、団体交渉の場

で、懸案となっている退職金制度及びＡ２ら３人の掛金の状

況について説明を求めるのは当然のことであり、Ａ２ら３人

の入社と特退共への加入時期、掛金の額等についての資料を

準備し、持参して説明することの必要性は予期できたと言わ

ざるを得ない。  

さらに、被申立人会社は、被申立人会社の退職金制度を具体

的かつ詳細に説明するために「計画上の掛金」という言葉を

使って実際の積立金の額と比較したと主張する。  

しかしながら、被申立人会社における退職金制度について、

入社年ごとの特退共への加入時期及び掛金の額の運用状況に

ついて具体的に説明せず、かつ、「計画上の掛金」の定義もし

ないまま、Ａ２ら３人の実際の積立金の額の方が計画上の掛

金の額を上回っているため、入社時まで遡及し、退職金を追

加支給することはしないという説明は、被申立人組合の同意

を得るように真摯に努力をしたとみることは到底困難である。

特に、平成１６年運用の対象者であるＡ２について、平成２

０年運用に基づく計画上の掛金と比較し、実際の積立金の額

の方が上回っていると説明したことは極めて不適切というべ

きである。  
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オ  以上のことから、平成３０年４月２日の団体交渉における被

申立人会社の対応は、団体交渉に真摯に対応し申立人組合の理

解を求めるものとはいえず不誠実なものであり、労組法第７条

第２号に該当する。  

２  平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に関する平成３０年

７月１３日の団体交渉における被申立人会社の対応は、不誠実な団

体交渉に該当するか。（争点２）  

⑴  申立人組合の主張  

 ア  仮払いについて  

   平成３０年７月２日、被申立人会社から夏一時金を１．３

か月分とし、同月２０日に仮払いするとの文書回答があった

が、これは、未だ団体交渉も行っていないにもかかわらず、

一時金を仮払いすることを宣言するもので、団体交渉の場で

真摯に話し合い、合意に達する努力をしようという姿勢を全

く持ち合わせていない被申立人会社の考えを如実に表明した

ものとしか言いようがない。  

 イ  団体交渉の議題の指定について  

被申立人会社との交渉課題が数多くあったため、同月１３日

の団体交渉の議題について、被申立人会社に同年６月１８日

から何度か連絡を取ったが、回答がなかった。このため、同

年７月１２日、被申立人会社に対し、交渉議題として①平成

３０年夏一時金、②平成２９年冬一時金及び③６月の工程表

の改善の３点を指定し、ファックスを送った。  

しかし、同月１３日の団体交渉において、被申立人会社は、

上記３点に加えてＡ３の有給休暇取得に関する「要求書」、

「住宅手当について要求」、「１か月単位の変形労働時間制と

食事手当について」の申入れ及び「２５日の交渉について抗

議及び申入れ」というこれまでの申入れに係る全ての回答を、

申立人組合の制止を振り切り、一方的に口頭で述べた。  

この対応は、和解協定書第５項第３号の「団体交渉は申入書

に沿って行うものとし、その他の事項については、原則とし

て、当日の交渉の対象としない。」及び同項第５号の「被申立
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人会社は、申立人組合からの要求事項のうち、賃金、労働時

間その他の基本的労働条件に関する事項については、原則と

して書面で回答する。」という内容に反するものである。  

 ウ  資料の提示等について  

これまでの一時金に関する団体交渉においては、被申立人会

社が持参したペーパーを申立人組合に見せ、賞与対象期間の

業績を書き写させていた。しかし、同月１３日の団体交渉に

おいては、被申立人会社は、申立人組合が平成３０年夏一時

金に関し、資料の提示を要求したにもかかわらず、持参した

資料を申立人組合に見せることなく、賞与対象期間の業績を

長々と読み上げることしかしなかった。申立人組合は、被申

立人会社が読み上げる内容を正確に書き留めることは困難で

あり、次々に数字を言われ、検討もできず理解できる状況で

はなかった。こうした中で、申立人組合の組合員が「偉そう

に言うな」と言ったのは、Ｂ社長が、自ら述べた数字の間違

いを大きな声で、「３、４！」と言って訂正し、それについて

何も思わない態度に反発したからであり、また、「掲示して欲

しかったら、掲示するよ。どんなことでも」との発言も、Ｂ

社長が文書を手交して掲示されたら困ると発言したことに対

して、口頭の回答でも掲示できる旨を述べたにすぎず、不規

則発言には当たらない。  

また、申立人組合が製造原価の内訳や経常利益がマイナスの

理由を質問しても、被申立人会社は、「回答根拠となる資料の

開示については、是々非々で判断させて頂きます。」と全く回

答になっていない回答を繰り返し、財務資料等裏付け資料の

開示も拒んだ。  

被申立人会社は、資料を開示すると掲示されるので開示をし

ないと主張するが、申立人組合は、これまで被申立人会社か

ら知らされた売上げ、製造原価や製造原価等の数字を外部に

公表したことは一切無い。  

 エ  不当労働行為について  

   被申立人会社は、回答の根拠となる資料の開示を拒むどこ  
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ろか、申立人組合の質問に対してもまともな回答をせず、自

己の回答に固執する態度に終始した。その上、事前に申し入

れた議題に沿わない事項について、申立人組合の制止にもか

かわらず一方的に述べ、基本的労働条件に関する事項を書面

ではなく口頭で回答した。こうした対応は、和解協定書第４

項及び第５項に反するものである。  

オ  小括  

したがって、和解協定書で合意したにもかかわらず、被申立

人会社がとった団体交渉における対応は、極めて悪質という

ほかない。よって、労組法第７条第２号に該当する。  

  ⑵  被申立人会社の主張  

 ア  仮払いについて  

これまで被申立人会社は、平成２８年夏一時金から平成２９

年冬一時金までの過去４回の交渉において、いずれも、申立

人組合了解の下、仮払いを行ってきた。被申立人会社が仮払

いをするのは、団体交渉において妥結していなくても、非組

合員と同じ時点で組合員に賞与を仮払いすることで、組合員

は、経済的打撃を受けることなく、団体交渉を継続すること

ができるからである。団体交渉でそれを上回る額となった場

合には、妥結内容に基づく支給額から仮払賞与の支給額を差

し引くと説明している。  

 イ  団体交渉の議題について  

被申立人会社は、申立人組合からの平成３０年６月５日、同

月８日及び同月２５日の申入れに対して、その都度、回答書

を出して団体交渉に応じる旨回答しており、既に団体交渉の

対象は確定していた。それを一方的に、交渉前日になって通

知してくることは、和解協定書の定めに相反する。被申立人

会社は、そもそも、申立人組合から団体交渉を開催してほし

いという申入れがあることで、議題として挙がっていると認

識しており、申立人組合からの議題の３点の指定は、それを

含めて漏れなくやりたいという思いだと認識していた。さら

に、被申立人会社は、冒頭で各事項について回答した後は申
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立人組合からの質問に対して応答しており、申立人組合の意

向を無視している訳ではない。  

 ウ  資料の提示等について  

 Ｂ社長は、申立人組合から開示を求められた資料について、

その内容をゆっくり、場合によっては繰り返し読み上げるな

どしている。これにより、申立人組合側出席者らは資料の内

容について十分に把握し、理解していた。  

     しかし、申立人組合は、資料開示の具体的な必要性や理由に

ついて和解協定書に書かれているという理由以外に一切述べ

ることなく、Ｂ社長が口頭で説明しようとしているにもかか

わらず、全く聞こうとしなかった。  

さらに、申立人組合は、「掲示してほしいんだったら、掲示

するよ。」と開示した資料を申立人組合が第三者が知りうる状

態にすることをほのめかしていた。そのような状況で被申立

人会社の経営状況を示す資料の開示を被申立人会社が躊躇す

るのは当然のことである。  

文書回答についても、被申立人会社が申立人組合に交付した

資料を、申立人組合に実際にビラにして掲示されたことがあ

り、慎重に対応せざるを得ないところであったことから、Ｂ

社長が判断して書面ではなく口頭で回答した。  

 エ  団体交渉の状況について  

 被申立人会社は、資料を読み上げて説明した後、質疑応答

には応じ、製造原価とは製造に関わるもの、売上げを上げる

ためのものであると繰り返し丁寧に説明している。また、経

常利益がマイナスになっている理由についても、会計上は営

業利益と経常利益の間に特別損失等が算入されることを説明

している。  

団体交渉の場において、申立人組合は、Ｂ社長が説明してい

る最中に、独り言であっても「めんどくさー」などと発言す

べきではないし、「偉そうに言うな。」、「掲示してほしかった

ら、掲示するよ。どんなことでも。」等の発言は、挑発的言辞

としか言いようがない。  
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   オ  小括  

したがって、平成３０年７月１３日の団体交渉における被申

立人会社の対応は、労組法第７条第２号に該当しない。  

⑶  当委員会の判断  

 申立人組合は、平成２９年冬一時金及び平成３０年夏一時金に

関する団体交渉における被申立人会社の対応は、誠実交渉義務に

違反し、不当労働行為に該当すると主張し、被申立人会社は、こ

れを争うので、以下判断する。  

ア  平成３０年７月１３日の団体交渉の議題について、申立人組

合は、議題を絞るために当日の交渉議題を何にするかという質

問文書を被申立人会社に送付したが、被申立人会社から回答が

なかったため、同月１２日に議題を３点指定し、被申立人会社

にファックスで連絡したこと〔第３の６⑶〕、及び被申立人会

社は、「貴組合からの団体交渉申入れについて、これに応じた

いと存じます。」という文書を申立人組合に対し送付したこと

〔第３の５⑶、同６⑵〕が認められる。  

被申立人会社は、そもそも、申立人組合から団体交渉開催の

申入れがあることにより、申入事項は既に議題として挙がっ

ているものと認識しており、申立人組合からの議題３点の指

定は、それを含めて漏れなくやりたいという思いだと認識し

ていたため、同月１３日の団体交渉では、これまでの申入事

項全てに回答したと主張する。  

団体交渉を迎えるに当たり、未解決の交渉事項が数多くあっ

たこと〔第３の５、同６⑴〕が認められるところ、申立人組

合が同月１２日に団体交渉の議題を３点に指定したことは、

団体交渉当日にはＢ社長は知っていた〔第１回審問Ｂ陳述ｐ

２６〕にもかかわらず、それに対して申立人組合に回答しな

かったことからすれば、同月１３日の団体交渉においては、

冒頭で申立人組合に対し、指定された３点の議題以外に、申

入事項全てに回答することを説明する必要があったものと考

えられる。しかしながら、申立人組合の異議にもかかわらず、

あえてそれ以外の申入事項に回答したことは、要求事項を絞
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って効率的に団体交渉に臨もうとする申立人組合の態度を無

視するものであり，不誠実であると評価せざるを得ない。  

イ  また、同日の団体交渉において、Ｂ社長は、被申立人会社の

経営資料の数字を口頭で読み上げたが、前回までの一時金に係

る団体交渉では経営資料を提示し、申立人組合が書き写してい

た。被申立人会社は、資料を見て写すのと聞いて書くのはさほ

ど時間が変わらないと判断したので、口頭で読み上げたという

が〔第１回審問Ｂ陳述ｐ３３〕、このような対応からは、被申

立人会社が、団体交渉で申立人組合が正しく理解し、少しでも

納得することを目指すという姿勢をうかがうことができない。  

 被申立人会社が主張するように、同日の団体交渉において、

開示した資料を申立人組合が掲示して第三者が知りうる状態

にすることをほのめかしている状況であるとしても、上記の

ような姿勢を肯定できることにはならない。  

ウ  さらに、被申立人会社は、製造原価の内容や経常利益が赤

字になった原因等についての申立人組合の質問に対しても具

体的に説明せず、文書回答や回答の根拠となる資料の開示に

ついても是々非々で判断すると述べる〔第３の６⑷ア〕のみ

で、申立人組合の理解を求める姿勢が全くみられない。  

エ  加えて、仮払いについても、被申立人会社は、その後の団

体交渉で加算されることも想定しての仮払いであり、後日妥

結した場合には、その内容に基づく支給額から仮払いの額を

差し引くと回答していることから、誠実交渉義務を否定する

ような行為ではないと主張する。  

しかしながら、仮払いは、本来、団体交渉が妥結していな

い状況にあって、組合員の生活の支障を回避するために提案

されるものであることを考えれば、団体交渉を予定する中で、

その前に、申立人組合からの求めがない状況にあって、仮払

いする旨の回答をすることは、その事実だけをもって不誠実

な対応であるとはいえないものの、被申立人会社が団体交渉

で誠実に対応し、妥結するという姿勢がないと受け取られて

もやむを得ないと評価せざるを得ない。  
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オ  以上のことから、被申立人会社の平成３０年７月１３日の団

体交渉における対応は、誠実交渉義務に反し、労組法第７条第

２号に該当する。  

３  申立権の濫用について  

被申立人会社は、（不）第２号事件及び（不）第７号事件のいず

れの不当労働行為救済申立事件においても、１回の団体交渉のみ

で申立人組合が申立てを行っており、申立権の濫用である旨主張

する。  

しかし、（不）第２号事件は、平成３０年３月２８日に和解協定

書に合意したにもかかわらず、わずかその５日後の団体交渉にお

いて被申立人会社の不誠実と評さざるを得ない対応に起因するも

のであり、（不）第７号事件は、（不）第２号事件係属中にもかか

わらず、団体交渉において被申立人会社による従前以上の頑なな

対応に端を発したものであることから、これらのことを踏まえる

と、団体交渉における申立人組合の挑発的な言動〔第３の６⑷

ア〕や外壁フェンスへのビラの無断掲示〔第３の５⑴、同６⑶

ア〕等を勘案しても、被申立人会社の不誠実な対応を見過ごすこ

とはできない。よって、被申立人会社の主張は採用できない。  

 ４  救済の方法  

上記１及び２に示したとおり、本件におけるいずれの団体交渉に

おいても、被申立人会社の対応は不誠実なものであり、不当労働

行為に該当すると判断されるが、本件申立て後の経過を踏まえ、

次のとおり判断し、主文のとおり命ずる。  

⑴  （不）第２号事件については、本件申立て後、本件調査期日

において被申立人会社からＡ２ら３人の退職金に係る運用や積算

根拠等について釈明があり〔第３の７〕、平成３０年１１月１９

日の団体交渉においては、資料を手交し、改めて被申立人会社に

おける退職金制度について説明が行われた〔第３の８〕。しかし、

被申立人会社は、Ａ２ら３人の特退共への加入時期については、

「勤務態度や家族関係、その時点での他の従業員との兼ね合い等

からその都度判断」したと述べるにとどまり、具体的な判断理由

を説明しなかった。被申立人会社は、加入時期の判断は役員の裁
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量である旨主張するが、退職金は、組合員の重要な労働条件の一

つであり、特退共への加入時期が退職金の額に直接つながる被申

立人会社の退職金制度の下で、申立人組合がＡ２ら３人の加入時

期を具体的にどのような要素に基づき判断したのかについて、説

明を求めることは当然のことである。  

被申立人会社がＡ２ら３人の勤務態度、家族構成やその他の従

業員との関係などをどのように評価、考慮し、特退共への加入時

期を判断したのかを明らかにしないことは、自ら回答したＡ２ら

３人の退職金の根拠を具体的に示したことにはならず、不十分な

対応であったと言わざるを得ない。このため、Ａ２ら３人の特退

共加入時期を具体的にどう判断したのかについて、説明するよう

命ずる必要がある。  

⑵  次に、（不）第７号事件については、同日の団体交渉において、

被申立人会社は賞与対象期間に係る業績等を示す資料を手交し、

製造原価の項目、平成２９年冬に比べ営業利益及び経常利益は回

復しているものの特別損失の影響で税引き前利益がマイナスにな

っていること等を説明したが、資料に示された製造原価と賃金や

賞与との関係、特別損失の内容、賃金に含まれる従業員の人数、

平成３０年７月１３日の団体交渉時の数字との違い、製造原価や

販売管理費の内容等に係る申立人組合の質問には具体的に答えな

かった。  

本来、自らが回答した一時金の根拠となる開示資料の内容につ

いて、申立人組合の質問内容に応じ、分かりやすく、具体的に説

明することは、自己の回答の合理性を示し、申立人組合の理解を

得る上においても有用かつ必要なことである。  

例えば、説明の最初に資料の項目相互の関係を述べることは、

申立人組合の理解促進に効果的であるし、申立人組合の質問全て

に答えるか否かはともかくとしても、製造原価や販売管理費の主

な項目とその金額を示すことにより、会社の経営状況をより明ら

かにすることができる。また、特別損失の内容についても、経営

上の理由により全てを明らかにすることができないにしても、可

能な範囲で説明する努力が求められる。  
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同年１１月１９日の団体交渉においても、こうした具体的項目

について必ずしも十分な説明がなされたとは言えず、不十分な対

応であると言わざるを得ない。よって、被申立人会社が開示資料

の内容を具体的に説明するよう命ずる必要がある。  

５  付言  

さらに付言するに、本件の申立人組合と被申立人会社との間にお

いては、平成２８年３月１０日のあっせん案受諾に始まり、同年

１０月２６日の和解協定書の締結及び平成３０年３月２８日の和

解協定書の締結〔第３の２〕があり、いずれの和解協定において

も、申立人組合及び被申立人会社は、相互の立場を尊重し、今後

の良好な労使関係の構築に向け努力することに合意した。  

しかしながら、その後に開催された団体交渉において、Ｂ社長は、

硬直した態度や第三者的な発言を繰り返すなど、自己の主張を分

かりやすく説明し、申立人組合の理解を求めるという姿勢が見受

けられない。他方、申立人組合においても、団体交渉における不

規則発言、挑発的言動、さらには外壁フェンスへのビラの無断掲

示等の適切とはいえない活動があったことも否定できず、このよ

うな申立人組合の言動や活動を要因として、Ｂ社長が態度を硬直

化させたという側面があることも否定できない。  

団体交渉とは、対立する当事者間の合意を達成するためのもので

あり、双方の主張や意見を対決させるためのものではない。また、

団体交渉は、交渉の相手方を糾弾する場でもなく、回答内容を一

方的に説明するだけの場でもない。申立人組合及び被申立人会社

が団体交渉において、お互いの立場を尊重し、相手方の主張に耳

を傾け、妥協点を見出し、問題を解決するという道筋が期待され

るところ、本件当事者間には、それが全く機能していない。  

今後、申立人組合及び被申立人会社は、これまでの和解協定書の

主旨を改めて真摯に受け止め、将来の良好な労使関係の構築に向

けて努力することを切に願うものである。  

 

第５  法律上の根拠  

   以上の認定した事実及び判断に基づき、当委員会は、労組法第２
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７条の１２及び労働委員会規則第４３条の規定を適用して、主文

のとおり命令する。  

 

  令和元年９月１０日  

                 兵庫県労働委員会  

  

                  会長   滝  澤  功  治  ㊞  

 


